
お 知 ら せ

産業医共同選任助成金の支給申請について
（小規模事業場産業保健活動支援促進助成金）

平成２２年度をもって新規事業場登録は終了しました。

支給申請手続きについては下記のとおりとなりますのでご確認ください。

＊産業医共同選任助成金（小規模事業場産業保健活動支援促進助成金）

１支給申請書提出先

事業場登録をした産業保健推進センター

ただし、秋田・山梨・福井・和歌山・鳥取・佐賀の各産業保健推進センターで

登録された事業場は、産業保健事業課に提出してください。

２提出期限と助成金支給月

①平成 2１年度新規登録事業場

年 度 助成対象活動期間 支給申請締切日 助成金支給月

平成 23 年２月～３月

平成 23 年 4 月～平成 24 年 1 月
平成 24 年１月末日 平成 24 年 3 月

平成 23 年度
継続

３年目
平成 24 年２月～３月 平成 25 年１月末日 平成 25 年 3 月

②平成 22 年度新規登録事業場

年度 助成対象活動期間 支給申請締切日 助成金支給月

平成 23 年２月～３月

平成 23 年 4 月～平成 24 年 1 月
平成 24 年１月末日 平成 24 年 3 月

平成 23 年度
継続

２年目
平成 24 年２月～３月

平成 24 年 4 月～平成 25 年 1 月
平成 25 年１月末日

平成 24 年度
継続

３年目 平成 25 年２月～３月 平成 25 年 3 月 15 日

平成 25 年 3 月

○各産業保健推進センター等の連絡先は http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

をご覧ください。

○産業保健事業課 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館

TEL ０４４－５５６－９８６６


